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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，ダン

パ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置が竜巻時及び竜巻通過後においても，主要な

構造部材が構造健全性を保持し，その施設の機能を維持することを確認するものである。 
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2. 基本方針 

Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」，「4. 

荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」及び「5. 強度評価方法」に示す構造計画を踏まえ，ダン

パ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の「2.1 位置」，「2.2 構造概要」，

「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

 

2.1 位置 

Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示

すとおり，ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置は，図 2－1に示す十分な

強度を有する原子炉建物及び廃棄物処理建物内に設置する。 

 

 

図 2－1 ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原子炉建物 

・原子炉棟空調換気系 

・原子炉建物付属棟空調換気系 

廃棄物処理建物 

・中央制御室空調換気系 
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2.2 構造概要 

Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示

す構造計画のとおり，換気空調設備の構造を設定している。 

ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の構造を以下に示す。 

(1) ダンパ 

ダンパは，外板，羽根及びシャフトで構成され，接続ダクトにより支持する構造とする。ダン

パの構造計画を表 2－1に示す。 

 

表 2－1 ダンパの構造計画 

施設名称 

計画の概要 

説明図 

主体構造 支持構造 

【位置】 

ダンパは十分な強度を有する建物（原子炉建物）内に設置する。 

ダンパ 

外板，羽根及び

シャフトなどの

鋼材で構成す

る。 

接続ダクトによ

り支持する。 

 

 

 

 

 

 

 

シャフト 羽根 

外板 

外板 

羽根 

シャフト 
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(2) 角ダクト及び丸ダクト 

角ダクト及び丸ダクトは，ダクト鋼板で構成され，支持構造物により建物壁，床，はり等から

支持する構造とする。角ダクト及び丸ダクトの構造計画を表 2－2に示す。 

 

表 2－2 角ダクト及び丸ダクトの構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

角ダクト及び丸ダクトは十分な強度を有する建物（原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理建物）

内に設置する。 

角ダクト及び丸

ダクト 

鋼製のダクトで

構成する。 

ダクトは，支持

構造物により建

物壁，床及びは

り等から支持す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【角ダクト】 
ダクト鋼板 

【丸ダクト】 
ダクト鋼板 

ダクト 

支持構造物 

建物壁，床，はり等 
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(3) 隔離弁 

隔離弁は，鋼製の弁箱，弁体及び弁棒で構成され，接続ダクトにより支持する構造とする。隔

離弁の構造計画を表 2－3に示す。 

 

表 2－3 隔離弁の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 

主体構造 支持構造 

【位置】 

隔離弁は十分な強度を有する建物（原子炉建物及び廃棄物処理建物）内に設置する。 

隔離弁 
鋳鋼材で構成す

る。 

接続ダクトで支

持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクト 

弁体 

弁箱 

隔離弁 

弁棒 
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(4) 送風機 

送風機は風路を形成するケーシング，空気を送り込む羽根車及び羽根車を支持する主軸で構成

され，支持構造物で床面等に支持する構造とする。送風機の構造計画を表 2－4に示す。 

 

表 2－4 送風機の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

送風機は十分な強度を有する建物（原子炉建物及び廃棄物処理建物）内に設置する。 

送風機 

ケーシング及

びケーシング

内の羽根車及

び主軸で構成

する。 

床に基礎ボル

トで支持す

る。 

 

 

(5) 処理装置 

処理装置は風路を形成するケーシング，ケーシングを固定するはり及び長柱で構成され，支持

構造物で床面等に支持する構造とする。処理装置の構造計画を表 2－5に示す。 

 

表 2－5 処理装置の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

処理装置は十分な強度を有する建物（原子炉建物及び廃棄物処理建物）内に設置する。 

処理装置 

ケーシング及び

はり等の鋼材で

構成する。 

床に基礎ボルト

で支持する。 

 

はり 

はり 

ケーシング 

ケーシング 
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2.3 評価方針 

換気空調設備の強度評価は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」を踏まえ，ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，

送風機及び処理装置の評価対象部位に生じる応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方

法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す条件を用いて計算し，その結果を「5. 強度評価

結果」に示す。 

評価対象部位は，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重（以下「設

計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，選定する。 

   (1) 構造強度評価の方針 

a. ダンパ 

ダンパの構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図 2－2に示す。 

・ダンパに対して，設計竜巻による荷重及び常時作用する荷重により生じる応力が許容

限界に収まることを確認する。 

・ダンパに生じる応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いて，算出する。 

・許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」の「4.2 許

容限界」に示す，原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１・補-1984，原子力

発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１-1987及び原子力発電所耐震設計技術指針Ｊ

ＥＡＧ４６０１-1991追補版（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）の許容応力状態 

ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 ダンパの構造強度評価フロー 

 

 

 

 

 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定した許容限界との比較 
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b. 角ダクト及び丸ダクト 

角ダクト及び丸ダクトの構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図 2－3に

示す。 

・角ダクト及び丸ダクトに対して，設計竜巻による荷重，常時作用する荷重及び運転時に     

作用する荷重により生じる応力が許容限界に収まることを確認する。 

・角ダクト及び丸ダクトに生じる応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いて，算出する。 

・角ダクトの許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」に示す，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。た

だし，座屈に対しては評価式を満足することを確認する。 

・丸ダクトの許容限界は, Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」に示す，クリップリング座屈及び弾性座屈曲げ応力の式によ

り算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－3 角ダクト及び丸ダクトの構造強度評価フロー 

 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

応力計算 

設定した許容限界との比較 

荷重及び荷重の組合せの設定 
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c. 隔離弁 

隔離弁の構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図 2－4に示す。 

・隔離弁に対して，設計竜巻による荷重及び常時作用する荷重により生じる応力が許容限

界に収まることを確認する。 

・隔離弁に生じる応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いて，算出する。 

・許容限界は, Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 

許容限界」に示す，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。ただし，弁箱につ

いては，クリップリング座屈の式により算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－4 隔離弁の構造強度評価フロー 

 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

応力計算 

設定した許容限界との比較 

荷重及び荷重の組合せの設定 
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d. 送風機 

送風機の構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図 2－5に示す。 

・送風機に対して，設計竜巻による荷重及び運転時に作用する荷重により生じる応力が許

容限界に収まることを確認する。 

・送風機に生じる応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いて，算出する。 

・許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 

許容限界」に示す，クリップリング座屈の式により算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－5 送風機の構造強度評価フロー 

 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定した許容限界との比較 
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e. 処理装置 

処理装置の構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図 2－6に示す。 

・処理装置に対して，設計竜巻による荷重及び運転時に作用する荷重により生じる応力が

許容限界に収まることを確認する。 

・処理装置に生じる応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いて，算出する。 

・許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 

許容限界」に示す，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－6 処理装置の構造強度評価フロー 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定した許容限界との比較 
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2.4 適用規格・基準等 

適用する規格・基準等を以下に示す。 

・発電用原子力設備規格（設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005（2007年追補版含

む。））（（社）日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984）

（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987）（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（（社）日本電気協会） 

・日本産業規格（ＪＩＳ) 

・機械工学便覧（1987年日本機械学会編） 
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3. 強度評価方法 

3.1 評価対象部位 

  (1) 構造強度評価の評価対象部位 

    ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の評価対象部位は，Ⅵ-3-別添 1-1

「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」にて示している評

価対象部位に従い，「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及

び伝達過程を考慮し選定する。ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の評

価対象部位を以下に示す。 

a. ダンパ 

設計竜巻による荷重は，外板及び羽根に作用し，羽根を介してシャフトに作用する。このこ

とから，外板，羽根及びシャフトを評価対象部位として選定する。ダンパの構造強度評価にお

ける評価対象部位を，図 3－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 ダンパの評価対象部位 

 

  

外板 

羽根 

シャフト シャフト 羽根 

外板 
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b. 角ダクト 

設計竜巻による荷重は，角ダクト本体のダクト鋼板に作用する。このことから，ダクト鋼板

を評価対象部位として選定する。角ダクトの構造強度評価における評価対象部位を図 3－2に

示す。 

 

 

図 3－2 角ダクトの評価対象部位 

 

c. 丸ダクト 

設計竜巻による荷重は，丸ダクト本体のダクト鋼板に作用する。このことから，ダクト鋼板

を評価対象部位として選定する。丸ダクトの構造強度評価における評価対象部位を図 3－3に

示す。 

 

 

図 3－3 丸ダクトの評価対象部位 
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d. 隔離弁 

設計竜巻による荷重は，隔離弁の耐圧部に作用する。このことから，耐圧部である弁箱，弁

体，弁棒を評価対象部位として選定する。隔離弁の構造強度評価における評価対象部位を，図

3－4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－4 隔離弁の評価対象部位 

 

  

弁箱 

弁体 

弁棒 
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e. 送風機 

設計竜巻による荷重は，送風機のケーシングに作用する。このことから，ケーシングを評価

対象部位として設定する。送風機の構造強度評価における評価対象部位を図 3－5に示す。 

 

図 3－5 送風機の評価対象部位 

 

f. 処理装置 

設計竜巻による荷重は，処理装置のケーシングに作用する。このことからケーシングを評価

対象部位として設定する。処理装置の構造強度評価における評価対象部位を図 3－6に示す。 

 

 

図 3－6 処理装置の評価対象部位 
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3.2 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度

計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示す荷重及び荷重の組合せを用いる。 

 (1) 構造強度評価の荷重及び荷重の組合せ 

a. 荷重の設定 

構造強度評価に用いる荷重は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示す荷重を踏まえ，設定する。 

 

b. 荷重の組合せ 

構造強度評価に用いる荷重の組合せはⅥ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを踏まえ，評価

対象施設ごとに設定する。なお，ダンパ及び隔離弁については閉止していることから，内圧に

よる荷重は考慮しない。また，隔離弁の弁箱並びに送風機及び処理装置のケーシングの自重は

内圧による荷重に比べ十分小さいことから，自重を考慮しない。 

構造強度評価の荷重の組合せを表 3－7に示す。 

 

表 3－7 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷 重 

外気と繋がっている

屋内の外部事象防護

対象施設 

ダンパ 

外板 

羽根 

シャフト 

①自重 

②気圧差による荷重 

角ダクト ダクト鋼板 

①自重 

②気圧差による荷重 

③内圧による荷重 

丸ダクト ダクト鋼板 

①自重 

②気圧差による荷重 

③内圧による荷重 

隔離弁 

弁箱 ①気圧差による荷重 

弁体 

弁棒 

①自重 

②気圧差による荷重 

送風機 ケーシング 
①気圧差による荷重 

②内圧による荷重 

処理装置 ケーシング 
①気圧差による荷重 

②内圧による荷重 
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3.3 許容限界 

 (1) 構造強度評価における許容限界 

ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1

「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に従い，「3.2 評価対象

部位」にて設定している部位における機能損傷モードを考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容

応力状態ⅢＡＳの許容応力を用いる。ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装

置の許容限界を以下に示す。 

 

a. ダンパ 

ダンパの許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス２，３・その他の支持構造物」

の許容限界を適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力とする。材料の設計降伏点は

ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8により，設計引張強さはＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 9に

より算出した値を用いる。周囲環境温度がＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8及び表 9記載の中

間の値の場合は，比例法を用いて計算し，小数点第 1位以下を切り捨てた値を用いるものとす

る。なお,ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5の表に記載のない材料を用いている場合はＪＩＳ Ｇ 

３１０８，３３１３を適用する。 

ダンパの許容限界を表 3－8，許容応力を表 3－9～表 3－11に示す。 

 

表 3－8 ダンパの許容限界 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 

曲げ 引張 せん断 

ⅢＡＳ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ 

 

表 3－9 ダンパの許容応力（外板） 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｂ 

(MPa) 

ＳＥＨＣ 40 218 

 

表 3－10 ダンパの許容応力（羽根） 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｔ 

(MPa) 

ＳＥＨＣ 40 189 

 

表 3－11 ダンパの許容応力（シャフト） 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｓ 

(MPa) 

ＳＧＤ４１ 40 141 
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   b. 角ダクト 

角ダクトの許容限界は, ＪＥＡＧ４６０１を準用し,「クラス２，３・その他の支持構造

物」の許容限界を適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力とする。ただし，妥当な

安全余裕を考慮し，座屈を生じないように設定する許容限界は，座屈の評価式により算出した

値を設定する。材料の設計降伏点はＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8より，及び設計引張強さ

はＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 9により算出した値を用いる。周囲環境温度がＪＳＭＥ付録

材料図表 Part5表 8及び表 9記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計算し，小数点第 1位

以下を切り捨てた値を用いるものとする。なお，ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5の表に記載のな

い材料を用いている場合はＪＩＳ Ｇ ３３０２を適用する。 

   (a) 軸直角方向の荷重により生じる応力に対する許容限界 

軸直角方向の荷重により生じる応力に対する許容限界を表 3－12，許容応力を表 3－13

に示す。 

 

表 3－12 角ダクトの許容限界 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 

引張 

ⅢＡＳ 1.5・ｆｔ 

 

表 3－13 角ダクトの許容応力 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｔ 

(MPa) 

ＳＧＣＣ 40 189 

 

(b) 軸方向の荷重に対する許容限界 

軸方向の荷重に対する許容限界Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している評価式を用

いる。 
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   c. 丸ダクト 

丸ダクトの許容限界は，評価荷重に対して，妥当な安全余裕を考慮し，座屈を生じないこと

とするため，クリップリング座屈及び弾性座屈曲げ応力の式により算出する。 

(a) 軸直角方向の荷重により生じる応力に対する許容限界 

軸直角方向の荷重により生じる応力に対する許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への

配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限

界」にて設定している評価式を用いる。 

 

(b) 軸方向の荷重により生じる応力に対する許容限界 

軸方向の荷重により生じる応力に対する許容限界は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が

必要な施設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設

定している評価式を用いる。 
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d. 隔離弁 

隔離弁の許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス２，３・その他支持構造物」の

許容限界を適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力とする。ただし，妥当な安全余

裕を考慮し，座屈を生じないように設定する許容限界は，クリップリング座屈の式により算出

した値を設定する。材料の設計降伏点はＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8より，設計引張強さ

はＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 9により算出した値を用いる。周囲環境温度がＪＳＭＥ付録

材料図表 Part5表 8及び表 9記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ＪＳＭＥ付

録材料図表 Part5で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第 1位以下を切り捨てた値を

用いるものとする。なお,ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5の表に記載のない材料を用いている場

合はＪＩＳ Ｇ ３３１３を適用する。 

(a) 弁体及び弁棒に対する許容応力 

隔離弁に作用する圧力及び自重により生じる応力に対する許容限界を表 3－14，許容応

力を表 3－15，表 3－16に示す。 

 

表 3－14 隔離弁の許容限界 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 

曲げ 

 

せん断 

ⅢＡＳ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 

 

表 3－15 隔離弁の許容応力（弁体） 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｂ 

(MPa) 

ＳＭ４１Ｂ 40 271 

 

表 3－16 隔離弁の許容応力（弁棒） 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｓ 

(MPa) 

ＳＵＳ３０４ 40 118 

 

(b) 弁箱に対する許容応力 

弁箱に対する許容応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している評価式を用い

る。 
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e. 送風機 

送風機の許容限界は，評価荷重に対して，妥当な安全余裕を考慮し，座屈を生じないことと

するため，クリップリング座屈の式により算出した値とする。 

(a) 送風機に作用する圧力に対する許容応力 

送風機に作用する圧力に対する許容応力は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施

設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定して

いる評価式を用いる。 

 

f. 処理装置 

処理装置の許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス２，３・その他支持構造物」

の許容限界を適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力とする。材料の設計降伏点は

ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8より，設計引張強さはＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 9によ

り算出した値を用いる。周囲環境温度がＪＳＭＥ付録材料図表 Part5表 8及び表 9記載の中間

の値の場合は，比例法を用いて計算する。ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5で比例法を用いる場合

の端数処理は，小数点第 1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

処理装置の許容限界を表 3－17，許容応力を表 3－18に示す。 

 

表 3－17 処理装置の許容限界 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 

引張 

ⅢＡＳ 1.5・ｆｔ 

 

表 3－18 処理装置の許容応力 

材料 
温度条件 

（℃） 

1.5・ｆｔ 

(MPa) 

ＳＰＧＳ 40 215 
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3.4 評価方法 

   ダンパ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，送風機及び処理装置の構造強度評価は，Ⅵ-3-別添 1-1

「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している評価式

を用いる。 
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4. 評価条件 

(1) 構造強度評価の評価条件 

a. ダンパ 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－1～表 4－3に示す。 

ダンパにおいて，外殻を構成する外板の発生応力比が最も厳しくなる設備のダンパについて

記載する。 

表 4－1 評価条件（外板） 

設備名称 

Ａ―非常用ディーゼル電気室送風機吐出逆流防止ダンパ 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｍ１ 

(kg) 

Ｍ２ 

(kg) 

Ｍ３ 

(kg) 

0.0075 12 13 7 

Ｌ 

(mm) 

MAX(Ｗ，Ｈ) 

(mm) 

Ｚ 

(mm3) 

300 2204.6 113400 

 

表 4－2 評価条件（羽根） 

設備名称 

Ａ－非常用ディーゼル電気室送風機吐出逆流防止ダンパ 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｅ 

(MPa) 

ａ 

(mm) 

0.0075 201200 250 

ｂ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

2204.6 1.6 7 

ν 

(―) 

0.3 

 

表 4－3 評価条件（シャフト） 

設備名称 

Ａ―非常用ディーゼル電気室送風機吐出逆流防止ダンパ 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｄ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

0.0075 15 7 

ａ 

(mm) 

ｂ 

(mm) 

250 2204.6 
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b. 角ダクト 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－4に示す。角ダクトにおいて，気圧差によ

る発生応力が最も大きくなるものは軸直角方向の荷重による応力であり，その発生応力比が最

も厳しくなる系統の角ダクトについて記載する。 

表 4－4 評価条件 

系統 

中央制御室空調換気系 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

a 

(mm) 

ｂ 

(mm) 

ｃ 

(mm) 

0.0075 1050 3000 3000 

Ｅ 

(MPa) 

Ｈ 

(mm) 

ｔ 

(mm) 

Ｐ１ 

(MPa) 

201200 800 1.2 0.002942 

Ｗ 

(mm) 

ｗ１ 

(N/mm) 

ｗ2 

(N/mm2) 

ν 

(―) 

3000 1.865 346.3 0.3 

σｙ 

(MPa) 

189 

 

c. 丸ダクト 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－5に示す。丸ダクトにおいて，気圧差によ

る発生応力が最も大きくなるものは軸直角方向の荷重による応力であり，その発生応力比が最

も厳しくなる系統の丸ダクトについて記載する。 

 

表 4－5 評価条件 

系統 

中央制御室空調換気系 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｐ１ 

(MPa) 

ｃ 

(mm) 

ｄ１ 

(mm) 

ｄ２ 

(mm) 

0.0075 0.000981 3000 900 902 

Ｅ 

(MPa) 

Ｌ 

(mm) 

ｎ 

(―) 

ｔ 

(mm) 

Ｒ 

(mm) 

201200 1460 7 1.0 450 

ｒｍ 

(mm) 

ｗ 

(N/mm) 

ν 

(―) 

450.5 0.322133 0.3 
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d. 隔離弁 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－6～表 4－8に示す。隔離弁において，外殻

を構成する弁箱の発生応力比が最も厳しくなる隔離弁について記載する。 

 

表 4－6 評価条件（弁箱） 

系統 

原子炉棟空調換気系 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

ｔ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｒ 

(mm) 

ｒｍ 

(mm) 

0.0075 12 600 1000 1006 

Ｅ 

(MPa) 

ν 

(―) 

ｎ 

(―) 

201200 0.3 10 

 

表 4－7 評価条件（弁体） 

系統 

原子炉棟空調換気系 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

ｈ 

(mm) 

Ｍ 

(kg) 

Ｈ 

(mm) 

0.0075 36 1400 1955 

Ｌ２ 

(mm) 

ℓ 

(mm) 

ｅ 

(mm) 

1955 1555.56 18 

 

 

表 4－8 評価条件（弁棒） 

系統 

原子炉棟空調換気系 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｄ 

(mm) 

Ｍ 

(kg) 

Ｌ２ 

(mm) 

0.0075 160 1400 1955 
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e. 送風機 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－9に示す。送風機において，発生応力比が最

も厳しくなる送風機について記載する。 

 

表 4－9 評価条件 

設備名称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル室送風機 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

ａ 

(mm) 

ｂ 

(mm) 

ｔ 

(mm) 

Ｅ 

(MPa) 

0.0075 1774 1780 6 201200 

ν 

(－) 

ｎ 

(－) 

Ｌ 

(mm) 

0.3 10 2090 

 

 

f. 処理装置 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4－10に示す。処理装置において，発生応力比

が最も厳しくなる処理装置について記載する。 

 

表 4－10 評価条件 

設備名称 

ＨＰＣＳ電気室外気処理装置 

ΔＰｍａｘ 

(MPa) 

Ｐ１ 

(MPa) 

Ｅ 

(MPa) 

ν 

(―) 

0.0075 0.0087 201200 0.3 

ａ 

(mm) 

ｂ 

(mm) 

t 

(mm) 

1800 3500 2.3 
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5. 強度評価結果 

  (1) 構造強度評価の評価結果 

a. ダンパ 

ダンパの構造強度評価結果を表 5－1～表 5－3に示す。 

外板，羽根及びシャフトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5－1 構造強度評価結果（外板） 

外板に発生する曲げ応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

13 218 

 

表 5－2 構造強度評価結果（羽根） 

羽根に発生する引張応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

20 189 

 

表 5－3 構造強度評価結果（シャフト） 

シャフトに発生するせん断応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

24 141 
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b. 角ダクト 

角ダクトの構造強度評価結果を表 5－4に示す。 

ダクト鋼板の軸直角方向の荷重により発生する応力は，許容応力以下であり，軸方向の荷重

による発生荷重も許容値以下である。 

 

表 5－4 構造強度評価結果（ダクト鋼板） 

系統 
ダクトサイズ 

(mm) 

中央制御室空調換気系 3000×800×1.2t 

軸直角方向 

ダクト鋼板に発生する引張応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

146 189 

軸方向 

自重による発生荷重 

4×ｆ１(N) 

ダクトに作用する圧力

による発生荷重 

ｆ２(N) 

合成発生荷重 

4×ｆ１＋ｆ２(N) 

許容値 

4×Ｐｍ(N) 

10493 25157 35650 67540 

 

c. 丸ダクト 

丸ダクトの構造強度評価結果を表 5－5に示す。 

ダクト鋼板に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5－5 構造強度評価結果（ダクト鋼板） 

系統 
ダクトサイズ 

(mm) 

中央制御室空調換気系 900×1.0t 

軸直角方向 

ダクト鋼板に発生する周方向応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

4 6 

軸方向 

自重による発生応力 

(MPa) 

ダクトに作用する圧力

による発生応力 

(MPa) 

合成発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

0.57 2.36 3 112 
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d. 隔離弁 

隔離弁の構造強度評価結果を表 5－6～表 5－8に示す。 

弁箱，弁体及び弁棒に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5－6 構造強度評価結果（弁箱） 

弁箱に発生する周方向応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

1 460 

 

表 5－7 構造強度評価結果（弁体） 

弁体に発生する曲げ応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

56 271 

 

表 5－8 構造強度評価結果（弁棒） 

弁棒に発生するせん断応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

2 118 

 

e. 送風機 

送風機の構造強度評価結果を表 5－9に示す。 

ケーシングに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5－9 構造強度評価結果 

ケーシングに発生する周方向応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

3 10 

 

f. 処理装置 

処理装置の構造強度評価結果を表 5－10に示す。 

ケーシングに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5－10 構造強度評価結果 

ケーシングに発生する引張応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

126 215 

 

 




